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2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行
おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただき、当ホテルが相当と認める
方法によってその記録を保持するほか、当ホテルが必要と認める場合には、当ホテルが相当と認める
金額のデポジットを預からせて頂くことができます。

第 9 条 (客室の使用時間)

宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊契約締結に際して当ホテルが決定し、宿泊客
に提示した使用開始時刻(チェックイン可能時刻)から使用終了時刻(チェックアウト期限時刻)まで
とします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用すること
ができます。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には、当ホテルが任意に定め、宿泊客に対して提示する追加料金を申し受けます。

第 10 条 (利用規則の遵守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただ
きます。

第 11 条 (営業時間)

当ホテルの主な施設等の営業時間はパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等
で御案内いたします。

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な
方法をもってお知らせします。

第 12 条 (料金の支払い)

宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(円)又は宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法に
より当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合
においても、宿泊料金は申し受けます。

第 13 条 (当ホテルの責任)

当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により、悪意又は
重過失によって宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
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